
一

（
総
務
委
員
会
）

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
六
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進
展
な
ど
、
近
時
の
行
政
書
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
国
民
の
利
便

の
更
な
る
向
上
等
を
図
る
見
地
か
ら
、
特
定
行
政
書
士
の
業
務
範
囲
を
拡
大
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
行
政
書
士
の
使
命

現
行
の
目
的
規
定
を
改
め
、
行
政
書
士
の
使
命
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
を
設
け
る
。

二
、
職
責

行
政
書
士
の
職
責
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
を
創
設
し
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進
展
を
踏
ま
え
た
対
応
等
を
職
責
と
し
て
規
定

す
る
。

三
、
特
定
行
政
書
士
の
業
務
範
囲
の
拡
大

特
定
行
政
書
士
の
業
務
範
囲
を
拡
大
し
、
特
定
行
政
書
士
は
、
行
政
書
士
が
「
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
官
公
署
に
提

出
す
る
書
類
に
係
る
許
認
可
等
に
関
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
に
つ
い
て
代
理
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。



二

四
、
業
務
の
制
限
規
定
の
趣
旨
の
明
確
化

行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
な
い
者
に
よ
る
業
務
の
制
限
規
定
に
、
「
他
人
の
依
頼
を
受
け
い
か
な
る
名
目
に
よ
る

か
を
問
わ
ず
報
酬
を
得
て
」
と
の
文
言
を
加
え
、
趣
旨
の
明
確
化
を
図
る
。

五
、
両
罰
規
定
の
整
備

行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
な
い
者
に
よ
る
業
務
の
制
限
違
反
等
に
対
す
る
罰
則
及
び
行
政
書
士
法
人
に
よ
る
義
務

違
反
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
、
両
罰
規
定
を
整
備
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


